
精 神 障 害 者に 対 する医 療 費 助 成 の 取り組みについて

☆はじめに☆
昨年4月、「障害者差別解消法」が施行され、県でも早速条例を作成して戴きまし

たが、精神障害者に対する医療費の助成については、障害者自立支援法で三障害は
一緒と言っているにもかかわらず、依然として認められていません。そこでやしお
会では、こうした格差をなくし当事者や家族の経済的負担を軽減する為に、先進県
に学びながら本県での医療費助成実現の活動を始めることとしました。

☆関東地方の状況☆
関東地方で助成制度が未実施（自立支援法の制度適用のみ）なのは東京都と栃木県のみで、他県には

大なり小なり助成があります。東京つくし会では、3月の都議会定例会に、「精神障害者を助成制度の
対象に含めるよう求める請願」を提出するための署名活動を行いました。

☆栃木県の状況☆
平成28年度栃木県障害者福祉ガイドでは、「重度心身障害者医療費の助成」の対象者は、

となっており、各市町の制度に従い助成費の1/2を県が1/2を市・町が負担しています。
本県では、精神障害者に対する助成は全くありません。やしお会では昨年12月、奈良県
連の奥田会長を招いて講演会を開き、奈良県家族会（まほろば会）が行った活動につい

ての内容をお聞きしました。奈良県では4年に亘る活動の結果、今年度までに1市を除く全市町村で1.2級
手帳所持者に対する医療費助成が実現しています。精神障害者や家族の経済的負担を軽減するために、
他障害者と同等の助成を受けることが出来るよう家族会が中心となって活動を始める時期が来ています。

精神障害者に対する公共交通運賃割引制度適
用を求める運動については、昨年10月県議会か
ら国に対して意見書が提出されました。やしお
会では、宇都宮市議会にも意見書提出を求める
陳情書を、2月9日興野会長、関口理事、大越理
事の3名で宇都宮市議会を訪問し、渡辺道仁議
長、櫻井啓一副議長に提出しました。

● インターネットでも「機関紙やしお」を閲覧することが出来ます ●
　 みんなねっとで検索し栃木県をクリックして下さい。

奥田会長

興野会長

宇都宮市議会に陳情書を提出

陳情書を読み上げる興野会長 陳情書を議長に提出

①身体障害の程度が1～2級の方
②知的障害の程度が知能指数35以下の方
③知的障害の程度が知能指数50以下で、身体障害の程度が3～4級の障害と重複している方
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興野会長は、障害者基本法や障害者差別解消法等、障害の有無に拘わらず共生社会への法整備が
着実に前進する中、公共交通割引制度が精神障害者には適用されておらず、自立や社会参加を促進す
る為の妨げになっているという現状を訴え、早急に解決するよう陳情の趣旨を説明しました。また、
昨年10月、県議会から国への意見書提出が行われた旨説明し、市議会でも早急に検討して欲しい旨
お願いしました。市議会では、2月に審議会が開かれ、3月22日（水）に本会議が開かれます。その
際、お時間の取れる方は傍聴をお願いします。

［ 意 見 書 ］

No. 98 平成 29年 3月 1日発行

2



平成28年度の家族相談員養成研修会は、昨年11月、さくら・ら心療内科 院長加藤様、とちぎ障
がい者相談支援専門員協会会長 渡辺様、栃木県精神障害者支援事業協会理事 小池様を講師として
お迎えし、栃木県精神保健福祉センター　研修室にて開催された。

プログラムは、「家族相談の意義とあり方・精神障害者と家族の状況」「精神疾患の基礎理解」
「家族相談会の進め方＆やってみよう家族相談」「相談支援の基礎理解」の全4回で、内3回以上
出席した受講者16名（内新規相談員認定者は6名）に、会長名の「家族相談員認定書」が手渡され
た。県本部の相談会では、早速二人の方が新しく家族相談員として活動を始めている。

話 し 合 い の 概 要

○今回は、統合失調症に加えてアスペルガー障害・高次脳機能障害・パーソナリティ障害・うつ
病・発達障害等幅広い精神障害についての相談の取り組みが発表された。

○相談内容を家族会で話し合う中で、交通事故後の症状である事から、統合失調症の合併症とし
て高次脳機能障害があるのではないかという声が上がり、受診した結果、その診断名がつき、
適切な対応が出来るようになったとの報告もあった。

○睡眠剤を飲んで運転は絶対にしてはいけない。本人の車のカギは預かり、家族の自動車も運転
できないように考えるべきだ。

○病院が転々と変わっても改善しないのは医者とのコミュニケ―ション不足である。「家族も一
緒に」と言う医者もいるので家族も医者と話し合うことが大切。特に年金受給者は受給資格の
審査が厳しくなっているので、家族が当事者の実状を話すべきである。

○精神疾患は、早期発見・早期治療が大切なので、教育や啓発が重要である。

○入院した娘が病院長にピアノの演奏を認められ皆の前で演奏をさせて頂いた結果、生き生きと
し、退院後にコンサートを開くなど劇的に回復した例がある。

○まず、相談の前提として、睡眠は充分取れているか、妄想幻聴などあるか等、基本的な事をお
さえることが大切。

予定の時間を1時間もオーバーする等、活発な意見が交わされた。

精神疾患について講義する加藤院長 小池氏の指導によるロールプレイ風景 渡辺会長による講義の様子

平成 28年度　事業報告

　　家族相談員養成研修会

　　事 前 検 討 会

　1月26日（木）に各地区の家族相談員が23名集まり、各地区の代表が今年度の家族相談の中か
ら1事例ずつ選び発表し、話し合った。
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自分の老後も心配なら、親亡き後の障害当事者の生活も心配ですよね。でも、その心配事は漠然と
していて「不安」なのではありませんか。
そこで例えば、

・親亡き後は、誰も世話をする人がいない。いたとしても精神面まで支えてもらえるかどうか分からない。
・年金の申請や受け取り手続きは一人で出来るか。
・金銭や財産の管理は出来るか。
・就労は出来るのか。
・年金を受給出来なくなった場合はどうするのか。
・生活保護に切り替える等の手続きは一人で出来るか。
・入院・退院の手続きや自立支援医療費等の申請は一人で出来るのか。
・通院や服薬の管理も一人で出来るのか。
・身体的な病気に罹ったときや病気が急変した場合に対応できるのか。
・一人で暮らして衣・食・住に関する生活全般をこなせるのか。
・支援を受ければ一人で生活出来るのか。
・周囲の人と上手く繋がって行けるのか。

などなど、心配事をひとつずつ探って明確にすることが大切になってきます。
心配事が明確になったところで、その心配事の解消に「総合支援法」を理解したり、市町村の「福

祉サービス」など「社会資源」の情報を得たりして、各々の相談窓口に利用の意思表示をすることも
大切になります。

自分ひとりで解決しようとせずに、当事者を信じて話し合えるような環境を整えながら、家族会な
どにも参加して一緒に考え知恵を絞りながら、その心配するエネルギーを将来の備えに使ってみては
如何ですか。
つまり「心配」の二文字を「心を配る」と読み直してみたいものです。　（記・さかもと）

親亡き後の心配と、その備えについて。

前野副会長　興野会長

挨拶する山本理事長

第 9 回全国精神保健福祉家族大会「みんなねっと三重大会」が、10 月
27 日・28 日の 2 日間にわたり三重県津市の三重県総合文化センターで
開催され、全国から 1250 名の家族、当事者、関係者が参加しました。
やしお会からは、会長、副会長他計 4 名が参加。

27 日の開会式で挨拶に立った三重県精神保健福祉会の山本武之理事
長は、「この 2 日間で新しい友達を作ろう」と呼びかけました。

三重県知事鈴木英敬氏の祝辞では、全国初の取組としてお笑い芸人
の松本ハウスを「みえ発！こころのバリアフリー大使」に委嘱し、お
笑いを通して精神障害に対する地域への啓発を図る事業を始めるとの

紹介がありました。午後からは、精神科アウトリーチについて「入院に依らない精神医療の実現の
ために」と題して記念講演があり、医療と福祉をどのように融合させれば実現できるか、千葉県
東部でのアウトリーチの仕組みづくりと支援内容が紹介されました。

夜の懇親会には 300 名以上が参加し、三重の郷土芸能やジャズの演奏
が行われ、沢山の友達が出来ました。28 日は、5 つの分科会が開かれ、
会長は第 2 分科会「元気な家族会に！！」に参加。副会長は第 1 分科会

「ひろげようアウトリーチ」に参加しました。
「希望が三重～る」をテーマに開催された今大会は、当事者や家族が安心

して暮らせる社会の創生を目指す数々の講演や研究発表、報告そして意見交
換が行われ、あらたな活動への活力を貰うことが出来た大会となりました。

　　　研 修 事 業

☆みんなねっと三重大会☆
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当事者会紹介
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　　　　　　　　『入 院 顛
て ん

 末 記』
　　② 私の発病した頃
前号での①「T 姐さん」との出逢いは、ほのぼのとした再発入院であったが、遡ること数年前、

22 歳の時、私は突如病の嵐に襲われ、自分がその嵐の目となり、車のミラーを蹴りあげたり、
人の心を踏みにじったりと全てをなぎ倒していった。その体験は、夢のような気もしたが、後に
周囲から現実だと知らされた。

その頃結婚してパートをしていた私は、家事をやらなくなっていったようだった。そして、夜な
夜な夜の街にくり出し、躁状態で人付き合いをしていた。オウムサリン事件の年には、友人の車
を勝手に運転し、赤信号を無視しながら、住宅街で「サリンがまかれるので気を付けて下さい」
などと叫んでいた。終

つい

には、夫の実家で、裸になって外を走り回ろうとしたり、奇異な行動をして
いた為、夫と義父が 2 人がかりで私の体を抑えて、朝まで病院が開くのを待ったそうだ。そうで
もしないと、私の暴れていた力は強く、どこに行ってしまうか分からない危ない状態だったらしい。

つづく

～心のサポート支援、ピアサポートグループ～

≪代表　藤井達哉さんにお聞きしました≫
藤井さんからのメッセージ

＊栃木県にはピアサポーター※が圧倒的に少ないの
で、増えるといいと思います。

＊啓発活動が盛んになるよう望みます。

＊メディアの影響は大きいです。精神疾患について興
味本位でなく正しい知識を報道して欲しいです。

※ Q 栃木県ピアサポーターとは何ですか？

　 A 栃木県の研修を受け委託された当事者が、当事者の仲間をサポートする役割です。

　　　例）・リカバリーストーリーの発表
　　　　　・病院の入院棟において、メッセージの発表（長期入院解消の為）
　　　　　・相談支援専門員の研修においてパネラーの役割
　　　　　・民生委員への啓発を主としたお話など

問い合わせ先
〒328-0032　栃木県栃木市神田町6-15（NPO法人海がめ内）
TEL：0282-51-2291　FAX：0282-51-2921
E-mail:peersteptochigi@gmail.com　　HP:http:// peersteptochigi.jimdo.com/
Twitter:@ peersteptochigi

私たちの経験

月に1回、2時間の会
☆リカバリーストーリーの発表
☆当事者研究の内容
☆セルプ・ヘルプ

　（言いっぱなし聞きっぱなし）の会

定例会

毎回10～15人位集まります

Tea Time・・・ちょっとひと休み

Peer Step 栃木
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「機関紙やしお」は、栃木県精神保健福祉センターのホームページ
でもご覧になれます。
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このたび、長い間　編集後記を執筆していただいた古寺さん（ペンネーム SH）より、
体調不良のため前号限りで執筆をやめたいとの申し出がありました。豊富な体験か
ら紡ぎ出された美しく情緒あふれる文章に惹きつけられた読者の皆様も多かった事
と思います。

古寺さんは、60 代半ばにして国際医療福祉大学に入学し 4 年間勉学に励み、精神
保健福祉士の資格を取得する等、いつも前向き、努力の人です。その資格を持って
お一人で、平成 21 年度から平成 23 年度まで、やしお会本部で家族相談員として尽
力され、やしお会の家族相談の礎を作って頂いた方でもあります。それ以降も県本部
と宇都宮やしお会で家族相談員を続けられました。その真摯な相談対応から家族会
に入会された相談者も多かったと記憶しています。

本当に残念ですが、まずは体調の回復が第一ですので、その申し出を受ける事にし
ました。一日も早く体調を回復され、お元気なお顔を見せていただければと思います。

編集
後記

時　間：10：00 ～ 15：00
場　所：栃木県精神保健福祉センター内　やしお会事務局
電　話：028 － 673 － 8404

家族だけで　悩んでいませんか？
やしお会では、毎週水曜日　家族相談員が電話・来所にて、相談に応じています。
家族として少しだけ先を歩んでいる相談員とのやりとりを通して、八方塞がりの状態から

一歩踏み出しませんか。私たちと一緒に分かち合い、学び合いましょう。
相談は無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。（水曜日が祝日の場合はお休みいたします）

家　族　相　談　会　の　ご　案　内


